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(57)【要約】
　後輪駆動モジュール（４６）と、等速ジョイントハウ
ジング（４８）とを含む車輪の切離し装置が提供される
。後輪駆動モジュール（４６）はハウジング（５０）と
、少なくとも１つのアクチュエータ（５２）と、少なく
とも１つの噛合いクラッチ（６６）とを含む。噛合いク
ラッチ（６６）は、アクチュエータ（５２）の作動時に
作動する第１部分（６８）と、第１部分に結合する第２
部分（７０）とを含む。等速ジョイントハウジングは、
噛合いクラッチの第２部分と一体に形成されている。噛
合いクラッチが作動し、車輪へとトルクが伝達されるこ
とが許容されない限り、車輪（１８、２０）が後輪駆動
モジュールと切断される。１つの実施の形態では、噛合
いクラッチの第１部分の動作に、液圧作動ピストン（５
４）が用いられる。別の実施の形態では、噛合いクラッ
チの第１部分の動作に、ボールランプが用いられる。車
輪の切離し装置を含む車両の駆動系も提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハウジングと、
　該ハウジング内に少なくとも一部が位置する少なくとも１つのアクチュエータと、
　該アクチュエータによって作動される少なくとも１つの噛合いクラッチと、
を含む後輪駆動モジュールを含み、
　前記噛合いクラッチは、
　前記アクチュエータの作動時に作動する第１部分と、
　前記第１部分に結合する第２部分と、
　前記噛合いクラッチの第２部分と一体に形成された、等速ジョイントハウジングとを含
み、
　前記噛合いクラッチが作動し、車輪へとトルクが伝達されることが許容されない限り、
車輪が前記後輪駆動モジュールと切断されることを特徴とする車輪の切離し装置。
【請求項２】
前記噛合いクラッチの前記第１部分は、軸方向に移動可能なカラーを含むことを特徴とす
る請求項１記載の車輪の切離し装置。
【請求項３】
前記軸方向に移動可能なカラーは、前記噛合いクラッチの前記第２部分の対応する細長い
くぼみに係合可能な突起を含むことを特徴とする請求項２記載の車輪の切離し装置。
【請求項４】
前記噛合いクラッチの前記第１部分と、前記噛合いクラッチの前記第２部分とが係合する
方向の付勢力を、前記噛合いクラッチの前記第１部分に対して付与する付勢部材を含むこ
とを特徴とする請求項１記載の車輪の切離し装置。
【請求項５】
前記付勢部材はばねを含むことを特徴とする請求項４記載の車輪の切離し装置。
【請求項６】
前記後輪駆動モジュールのハウジングと、前記等速ジョイントハウジングとの間に配置さ
れ、前記等速ジョイントハウジングに回転可能に保持されたベアリングを含むことを特徴
とする請求項１記載の車輪の切離し装置。
【請求項７】
前記後輪駆動モジュールのハウジングと、前記等速ジョイントハウジングとの間に配置さ
れ潤滑油の漏れを防止するように構成されたシールを含むことを特徴とする請求項１記載
の車輪の切離し装置。
【請求項８】
前記後輪駆動モジュールのハウジングにベアリングを保持するための保持クリップを含む
ことを特徴とする請求項１記載の車輪の切離し装置。
【請求項９】
前記後輪駆動モジュールは、前記噛合いクラッチの前記第１部分に連結されるハーフシャ
フトを含むことを特徴とする請求項１記載の車輪の切離し装置。
【請求項１０】
前記ハーフシャフトと前記等速ジョイントハウジングとの間に配置されたブッシュを含む
ことを特徴とする請求項９記載の車輪の切離し装置。
【請求項１１】
　前記アクチュエータは電磁アクチュエータを含み、該アクチュエータは、
　少なくとも１つのボールと、
該ボールの直近に位置する少なくとも１つのアーマチャープレートと、
該アーマチャープレートの位置に作用する電磁界領域を生成するコイルと、
該コイルが非励起状態となると、前記アーマチャープレートに作用するように構成された
ばねとを含み、
前記噛合いクラッチは、前記アーマチャープレートの位置に前記電磁界領域が作用する時
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、前記少なくとも１つのボールによって作動することを特徴とする請求項１記載の車輪の
切離し装置。
【請求項１２】
前記ハウジングには、圧力流体供給源と連通するキャビティが設けられ、前記アクチュエ
ータは、前記キャビティ内に少なくとも１つのピストンを含み、該ピストンは、液圧の増
加時に作動するように構成され、前記噛合いクラッチは、前記ピストンの作動時に作動す
ることを特徴とする請求項１記載の車輪の切離し装置。
【請求項１３】
圧力流体を発生するポンプを含むことを特徴とする請求項１２記載の車輪の切離し装置。
【請求項１４】
前記ポンプを制御するための電子制御ユニットを含むことを特徴とする請求項１３記載の
車輪の切離し装置。
【請求項１５】
前記後輪駆動モジュールは、圧力流体を蓄えるためのアキュムレータを含むことを特徴と
する請求項１２記載の車輪の切離し装置。
【請求項１６】
前記ピストンと前記噛合いクラッチの前記第１部分との間に配置され、前記ピストンに対
する前記噛合いクラッチの前記第１部分の回転を許容するためのベアリングを含むことを
特徴とする請求項１２記載の車輪の切離し装置。
【請求項１７】
圧力流体供給源と連通するキャビティが設けられたハウジングと、
　前記キャビティ内に設けられ、流体の圧力が増加すると作動するように構成されている
、少なくとも１つのピストンと、
　該ピストンによって作動される少なくとも１つの噛合いクラッチとを含む、後輪駆動モ
ジュールを含み、
　前記噛合いクラッチは、
　前記ピストンの作動時に作動する第１部分と、
　前記第１部分に結合する第２部分と、
　前記噛合いクラッチの第２部分と一体に形成された、等速ジョイントハウジングとを含
み、
　前記噛合いクラッチの前記第１部分と前記第２部分とが結合し、車輪へとトルクが伝達
されることが許容されない限り、車輪が前記後輪駆動モジュールと切断されることを特徴
とする車輪の切離し装置。
【請求項１８】
ハウジングと、
　少なくとも一部分が前記ハウジング内に位置する少なくとも１つの電磁アクチュエータ
とを含み、
　該電磁アクチュエータは、
　少なくとも１つのボールと、
該少なくとも１つのボールの直近に位置するアーマチャープレートと、
該アーマチャープレートの位置に作用する電磁界領域を生成するコイルと、
該コイルが非励起状態となると、前記アーマチャープレートに作用するように構成された
ばねと、
前記アーマチャープレートの位置に前記電磁界領域が作用する時、前記少なくとも１つの
ボールによって作動する、少なくとも１つの噛合いクラッチを含み、
該噛合いクラッチは、前記ボール及びアーマチャープレートの作動に伴って作動する第１
部分と、
該第１部分に結合する第２部分と、
前記噛合いクラッチの第２部分と一体に形成された等速ジョイントのハウジングとを含み
、
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　前記噛合いクラッチの前記第１部分と前記第２部分とが結合し、車輪へとトルクが伝達
されることが許容されない限り、車輪が前記後輪駆動モジュールと切断されることを特徴
とする車輪の切離し装置。
【請求項１９】
後輪駆動アクスルと、
　少なくとも１つの車輪と、
　前記少なくとも１つの車輪にトルクを供給する少なくとも１つのリヤハーフシャフトと
、
　車輪の切離し装置とを含み、
　前記後輪駆動アクスルは、
　ハウジングと、
　該ハウジング内に少なくとも一部が位置する少なくとも１つのアクチュエータと、
　該アクチュエータによって作動される少なくとも１つの噛合いクラッチとを含み、
　前記噛合いクラッチは、
　前記アクチュエータの作動時に作動する第１部分と、
　前記第１部分に結合する第２部分と、
　前記噛合いクラッチの第２部分と一体に形成された、等速ジョイントハウジングとを含
み、
　前記噛合いクラッチが作動し、車輪へとトルクが伝達されることが許容されない限り、
車輪が前記後輪駆動モジュールと切断されることを特徴とする車両の駆動系。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車輪の切離し装置に関し、複合型等速ジョイントを含む後輪駆動モジュール
と車輪との切離し装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用の従来のＡＷＤ（総輪駆動）の駆動系は、主たる前輪駆動アクスルが、従たる
若しくは補助的な後輪駆動アクスルと連結されるものである。この駆動系においては、４
×２運転モード（即ち、４輪のうちの２輪が駆動輪となる運転モード。）での運転時には
、主たる前輪駆動アクスルに車両の走行動作を維持するだけでなく、従たる若しくは補助
的な後輪駆動アクスルの、タイヤと路面との接触による抵抗損失を上回るだけの牽引力が
供給される。駆動系の損失は、抵抗のみならず、オイルの攪拌損失、ビスカスカップリン
グの引きずり、慣性に起因するものである。
【０００３】
　４×２運転モードでの運転時における燃費を向上させるべく、損失を低減させ、さらに
高燃費の駆動系を得るためには、従たる若しくは補助的な後輪駆動アクスル及び後輪を含
む、後輪駆動アクスルを切離し可能なシステムであることが望ましい。ホイールハブの切
離し装置は、一般に、リヤデファレンシャルハウジングと分離され、かつ、各車輪に覆わ
れる位置に設けられ、又は、リヤデファレンシャルハウジングと一体化され、若しくは、
車輪とリヤデファレンシャルハウジングとの間に設けられている。従って、後輪の切離し
装置は、車輪の端部又は後輪駆動モジュール（ＲＤＭ）の出力軸において行われるもので
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
車輪の端部において切離しを行う後輪切離し装置は、自動車においては、従来技術又は一
般的な技術であるが、ＲＤＭの後輪切離し装置に比べて、より複雑なものである。ＲＤＭ
の後輪切離し装置における、ＲＤＭの内部のシステム損失は許容範囲内ではあるが、その
一方で、このシステムは、パッケージサイズ及び車輪の切離し装置の構成要素の数を、不
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用意に増大させるものである。本発明は、パッケージサイズ及び車輪の切離し装置の構成
要素の数の増大を抑制し、後輪駆動モジュールの出力軸に対して車輪を切離すことが可能
な、車輪との切離し装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　車輪の切離し装置は、後輪駆動モジュール及び等速ジョイントハウジングとを含むもの
である。後輪駆動モジュールは、ハウジングと、少なくとも一部分がハウジング内に位置
する少なくとも１つのアクチュエータと、該アクチュエータに駆動されるように構成され
た、少なくとも１つの噛合いクラッチとを含むものである。この噛合いクラッチは、前記
アクチュエータの作動に伴って作動する第１部分と、該第１部分に結合する第２部分とを
含むものである。前記等速ジョイントのハウジングは、前記噛合いクラッチの第２部分と
一体に形成されている。そして、車輪に対するトルク伝達を許容するための、前記噛合い
クラッチの第１部分と第２部分の結合をしない限り、車輪は後輪駆動モジュールと切離さ
れる。
【０００６】
　１つの実施形態では、車輪の切離し装置は、後輪駆動モジュールと、等速ジョイントハ
ウジングとを含んでいる。前記後輪駆動モジュールは、圧力流体供給源と連通するキャビ
ティを構成するハウジングを含み、少なくとも１つのピストンが前記キャビティ内に配置
され、少なくとも１つの噛合いクラッチが前記ピストンによって作動されるように構成さ
れている。前記ピストンは、液圧の増加時に作動するように構成されている。前記噛合い
クラッチは、前記ピストンの作動時に作動する第１部分と、該第１部分に結合する第２部
分とを含んでいる。前記等速ジョイントは、前記噛合いクラッチの第２部分と一体に形成
されている。そして、車輪に対するトルク伝達を許容するべく、前記噛合いクラッチの第
１部分と第２部分とを結合しない限り、車輪は後輪駆動モジュールと切離される。
【０００７】
　他の実施の形態では、車輪の切離し装置は、後輪駆動モジュールと等速ジョイントハウ
ジングとを含んでいる。後輪駆動モジュールは、ハウジングと、少なくとも一部分が前記
ハウジング内に位置する少なくとも１つの電磁アクチュエータと、該アクチュエータに駆
動されるように構成された、少なくとも１つの噛合いクラッチとを含むものである。前記
電磁アクチュエータは、少なくとも１つのボールと、ボールの直近に位置する少なくとも
１つのアーマチャープレートと、その励起時に、前記アーマチャープレート及び少なくと
も１つのボールを動かすためのコイルとを含んでいる。前記噛合いクラッチは、前記ボー
ル及びアーマチャープレートの作動に伴って作動する第１部分と、該第１部分に結合する
第２部分とを含むものである。前記等速ジョイントのハウジングは、前記噛合いクラッチ
の第２部分と一体に形成されている。そして、車輪に対するトルク伝達を許容するべく、
前記噛合いクラッチの第１部分と第２部分とを結合しない限り、車輪は後輪駆動モジュー
ルと切離される。
【０００８】
　自動車の駆動系には、車輪の切離し装置も設けられている。この駆動系には、少なくと
も１つの車輪と、該１つの車輪にトルク分配をするための、少なくとも１つのリヤハーフ
シャフトと、車輪の切離し装置とを備える、後輪駆動アクスルが含まれている。車輪の切
離し装置は、後輪駆動モジュールと、等速ジョイントハウジングとを含んでいる。前記後
輪駆動モジュールは、ハウジングと、少なくとも一部分が前記ハウジング内に位置する少
なくとも１つのアクチュエータと、該アクチュエータに駆動されるように構成された、少
なくとも１つの噛合いクラッチとを含むものである。前記噛合いクラッチは、前記アクチ
ュエータの作動に伴って作動する第１部分と、該第１部分に結合する第２部分とを含むも
のである。前記等速ジョイントのハウジングは、前記噛合いクラッチの第２部分と一体に
形成されている。そして、車輪に対するトルク伝達を許容するべく、前記噛合いクラッチ
の第１部分と第２部分とを結合しない限り、車輪は後輪駆動モジュールと切離される。
【０００９】
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　本発明の実施の形態を、添付図面を参照しながら、以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る、車輪の切離し装置を備えるＡＷＤ車両の駆動系を示
す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る、車輪の切離し装置の断面図である。
【図３】本発明の他の実施の形態に係る、車輪の切離し装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について、詳しく説明する。ここで
は、本発明を実施の形態に基づき説明するが、本発明がこれらの実施の形態に限定される
もではない点は、理解されるであろう。更に、本発明は、他の適切な置換、改良及び同等
の構成をも包含する意図であり、同様の技術思想を含む発明は、本発明の特許請求の範囲
に、全て含まれるものである。
【００１２】
　図１には、ＡＷＤ自動車の駆動系が概略的に示されている。このＡＷＤ自動車の駆動系
は、主たる駆動システムと、従たる若しくは補助的な駆動システムとを含むものである。
主たる駆動システムは、主たる前輪駆動アクスル１０と、１つ若しくは複数の主たる駆動
輪１２、１４を含むものである。従たる若しくは補助的な駆動システムは、従たる若しく
は補助的な後輪駆動アクスル１６と、１つ若しくは複数の従たる駆動輪１８、２０を含む
ものである。図示の実施の形態では、主たる駆動システムは２つの主たる駆動輪を含み、
従たる駆動システムには、２つの従たる駆動輪を含んでいる。
【００１３】
　ＡＷＤ自動車は、４×４運転モードでの運転時（即ち、４輪の全ての車輪を介して駆動
力を路面に伝える運転モード。）には、駆動トルクは、エンジン２２からトランスミッシ
ョン２４を経て、前輪駆動デファレンシャルケース２６へと入力される。駆動トルクは、
更に前輪駆動デファレンシャル２８及び動力伝達ユニット３０とに分割される。前輪駆動
デファレンシャル２８（例えば、前輪駆動デファレンシャルギヤセット）へと分割された
駆動トルクは、更に、フロントハーフシャフト３２、３４を介して、車両の一対の主たる
（例えば、フロントの）駆動輪へと分配される。動力伝達ユニット３０に分割された駆動
トルクは、前輪駆動デファレンシャルケース２６と動力伝達ユニット３０とを直接的に連
結する中空シャフト３６へと伝達される。動力伝達ユニット３０を介する駆動トルクは、
ドライブシャフト３８、後輪駆動アクスル１６の順に駆動する。
【００１４】
　後輪駆動アクスル１６は、リヤハーフシャフト４０、４２を介して、車両の一対の補助
的な（例えばリヤの）駆動輪１８、２０にトルクを分配する。車輪の切離し装置４４は、
補助駆動輪１８、２０に対するトルクの流れを選択的に遮断するものである。本発明の実
施の形態では、車輪の切離し装置４４は、後輪駆動モジュール４６及び等速（ＣＶ）ジョ
イントハウジング４８とを含んでいる。
【００１５】
　図２を参照すると、後輪駆動モジュール４６は、ハウジング５０を含んでいる。ハウジ
ング５０には、少なくとも１つの、ハウジング５０内に配置されたアクチュエータ５２を
部分的に収容するものである。本発明の第１の実施の形態では、アクチュエータ５２は、
少なくとも１つの液圧作動ピストン５４を含んでいる。本発明の第１の実施の形態によれ
ば、ハウジング５０には、圧力流体供給源（図示省略）と連通する少なくとも１つのキャ
ビティ５６が設けられている。圧力流体供給源は、キャビティ５６に対する流体の供給圧
力を変化させることが可能なのである。流体流入部及び／又は管接続部５８は、圧力流体
供給源からの圧力流体の、後輪駆動モジュール４６のキャビティ５６への流入を許容する
ものである。本発明の実施の形態では、後輪駆動モジュール４６は、少なくとも２つのキ
ャビティ５６を含んでいる。本発明の実施の形態では、２つのキャビティ５６の各々に、
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別々の流体流入部及び／又は管接続部５８が設けられている。他の典型的な実施の形態で
は、各車輪の各キャビティに対し、１つの流体流入部及び／又は管接続部５８が設けられ
ている。又、圧力流体供給源は特定の圧力流体発生手段に限定されるものではなく、ポン
プ、バルブ、アキュムレータ、及び、電子制御ユニット（ＥＣＵ）又はその他の組み合わ
せに限定されるものでもないことは、理解されるであろう。例えば、ポンプ（図示省略）
は流体圧力を発生させる。ＥＣＵ（図示省略）からの切替え又は信号は、ポンプの動力源
及び／又は制御となる。例えば、ＥＣＵによって、アキュムレータ（例えば、自動車の圧
力流体システムの一部であって、供給流体の波動を吸収し、圧力流体を蓄え、圧力下での
急速な圧力流体供給を可能とする。）に対し、圧力スイッチにより監視をしながら、設定
され又は予め定められた圧力範囲の圧力流体の補給を維持する。他の実施の形態では、Ｅ
ＣＵは後輪駆動モジュール４６に対し直接的に圧力を付与する。更に別の実施の形態では
、オートマチックトランスミッションから圧力流体が、圧力流体供給源となる。
【００１６】
本発明の第１の実施の形態では、少なくとも１つのピストン５４が、キャビティ５６に配
置されている。ピストン５４は、流体の圧力が増加すると作動するように構成されている
。ピストン５４はキャビティ５６の内部を軸方向へと作動する。本発明の実施の形態では
、後輪駆動モジュール４６は、少なくとも２つのピストン５４（例えば、各後輪に１つの
ピストン）を含んでいる。又、ピストン５４には、少なくとも１つのポケット５７が設け
られている。各ポケット５７にはＯリングシール５９が嵌め込まれている。本発明の実施
の形態では、Ｏリングシール５９は、ピストン５４の内径部と外径部とに設けられている
。
【００１７】
　図３には、本発明の第２の実施の形態に係る、少なくとも１つの電磁ボールランプアク
チュエータを含むアクチュエータ５２が示されている。電磁ボールランプアクチュエータ
は、少なくとも１つのボール６０と、アーマチャープレート６２と、コイル６４と、ばね
６５とを含むものである。この電磁ボールランプアクチュエータは、従来技術として一般
的な動作をするものである。電磁ボールランプアクチュエータは、少なくとも一部分がハ
ウジング５０内に位置するものである。コイル６４は、アーマチャープレート６２の位置
に作用する電磁界領域を生成するものである。特に、コイル６４は、アーマチャープレー
ト６２が、プレート部６８と等速で作動することを抑制するものである。プレート部６８
は、以下に、補足的に詳細を説明する噛合いクラッチ６６の第１部分を含むものである。
アーマチャープレート６２及び噛合いクラッチ６６のプレート部６８の双方は、何れも、
ボール６０が移動するように構成された斜面（ランプ）を含んでいる。コイル６４によっ
て、アーマチャープレート６２が、プレート部６８と等速で作動することを抑制すること
で、ボール６０は、アーマチャープレート６２及び噛合いクラッチ６６のプレート部６８
の斜面に沿った移動を促すものである。ボール６０の動作は、噛合いクラッチ６６のプレ
ート部６８をアーマチャープレート６２から遠ざけ、それによって、噛合いクラッチ６６
が結合する（一例として、第１プレート部６８及び第２プレート部７０が、以下に、より
詳細に説明されている）。ボール６０が移動範囲の端部に位置するとき、アーマチャープ
レート６２は、プレート部６８と等速でスピン及び／又は回転する。コイル６４が非励起
状態となると、ばね６５がアーマチャープレート６２に作用するように構成されている。
コイル６４の励起時と比較して、電磁コイルランプアクチュエータの全体の厚みを減少さ
せるように、ばね６５の弾性力が作用する。本発明の実施の形態では、後輪駆動モジュー
ル４６は、少なくとも２つの電磁ボールランプアクチュエータを含むものである（例えば
、１つの電磁ボールランプアクチュエータが、各後輪に配置されている。）。
【００１８】
　アクチュエータ５２は、噛合いクラッチ６６を作動させるように構成されている。本発
明の実施の形態では、後輪駆動モジュール４６は、少なくとも２つの噛合いクラッチ６６
を含んでいる（例えば、１つの噛合いクラッチが各後輪に設けられている。）。図２、図
３に示されるように、噛合いクラッチ６６は、第１部分６８及び第２部分７０により構成
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されている。噛合いクラッチ６６の第１部分６８は、軸方向に移動可能なカラーである。
この軸方向に移動可能なカラーは、その直径方向内側面に噛合いクラッチとしての特徴を
備えるものである。噛合いクラッチとしての特徴に係る形状及び機能は、従来技術として
公知のものであれば良い。例えば、軸方向に移動可能なカラーは、噛合いクラッチ６６の
第２部分７０の対応する細長いくぼみ（例えば、細長いくぼみ、溝、凹部、受け部）に係
合可能な突起を含むものである。
【００１９】
　第１部分６８の位置は、アクチュエータ５２によって定められるように構成されている
。本発明の第１の実施の形態では、噛合いクラッチ６６の第１部分６８は、ピストン５４
が作動するとき、起動及び／又は作動するように構成されている。第１の実施の形態では
、噛合いクラッチ６６の第１部分６８がピストン５４に対して回転可能となるように、ベ
アリング７２が、ピストン５４と噛合いクラッチ６６の第１部分６８との間に配置されて
いる。第２の実施の形態では、噛合いクラッチ６６の第１部分６８の位置は、電磁ボール
ランプアクチュエータのコイル６４が励磁され及び／又は非励磁状態となり、ボール６０
の動作が許容され及び／又は阻止されることによって、定められるように構成されている
。従って、ボール６０の動作は、噛合いクラッチ６６の第１部分６８を起動及び／又は動
作させるものである。
【００２０】
　噛合いクラッチの第２部分７０は、第１部分６８と結合するように構成されている。少
なくとも第１の実施の形態では、圧縮ばね等の付勢部材（例えば、弾力付勢部材）７４に
よって、噛合いクラッチ６６の第１部分６８と、噛合いクラッチ６６の第２部分７０とが
係合する方向の付勢力が、噛合いクラッチ６６の第１部分６８に対して与えられる。なお
、圧縮ばねを例示して説明しているが、別の実施の形態では、その他の付勢部材を用いる
ことも可能である。車輪の切離し装置４４は、不作動及び／又は通常状態において、左右
後輪１８、２０及び左右ハーフシャフト４０、４２を後輪駆動モジュール４６から切離す
態様で、設けられている。ＡＷＤの構成を有する自動車の、左右後輪１８、２０及び／又
は左右ハーフシャフト４０、４２を後輪駆動モジュール４６に接続するために、噛合いク
ラッチ６６の第１及び第２部分６８、７０を結合し、各車輪へのトルク伝達を許容する。
後輪１８、２０を後輪駆動モジュール４６に接続するために、アクチュエータ５２は、噛
合いクラッチ６６の第１及び第２部分６８、７０が結合するように、噛合いクラッチを作
動させる。車輪の切離し装置４４は、後輪駆動モジュール４６から、リヤハーフシャフト
４０、４２及び後輪１８、２０を、選択的に接続し切離すために、アクチュエータ５２及
び噛合いクラッチ６６が用いられている。
【００２１】
　後輪駆動モジュール４６にトルクを分配するために、一対の出力軸（例えば、ハーフシ
ャフト７８）の間の差動回転を促進するためのデファレンシャルが設けられており、これ
は、従来技術として公知のものである。ハーフシャフト７８はスプラインを備え、噛合い
クラッチ６６の第１部分６８とスプライン係合する。
【００２２】
　車輪の切離し装置４４は、等速（ＣＶ）ジョイント８０のための等速ジョイントハウジ
ング４８を含んでいる。ＣＶジョイントは、一般に、駆動ユニットの軸を連結するために
、一般の自動車に用いられている。図１に示されるように、ＣＶジョイントは、リヤハー
フシャフト４０、４２の端部間に配置され、それによって、車輪１８、２０と後輪駆動モ
ジュール４６とが連結される。公知の標準的なＣＶジョイント８０のいくつかは、ボール
ジョイントが含まれるが、６ボールジョイント、８ボールジョイント、１０ボールジョイ
ント、トリポードプランジングジョイント、クロスグルーブジョイント、固定ボールジョ
イント、固定トリポードジョイント、ダブルオフセットジョイント等に限定されるもので
はない。ＣＶジョイント８０は、ジョイントブーツ（図示省略）等の、様々な構成部品を
含んでいる。ＣＶジョイントハウジング４８は、従来の一般的なＣＶジョイントハウジン
グと実質的に同一であるが、このＣＶジョイントハウジングは、噛合いクラッチ６６の第
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２部分７０と一体に形成されている。このＣＶジョイントハウジング及び噛合いクラッチ
６６の第２部分７０とは、例えば、ワンピース及び／又はモノリシック構造となっている
。
【００２３】
　車輪の切離し装置４４は、更に、後輪駆動モジュール４６のハウジング５０と、ＣＶジ
ョイントハウジング４８との間に配置された、ベアリング８２を含むものである。ベアリ
ング８２は、ＣＶジョイントハウジング４８に回転可能に保持されている。後輪駆動モジ
ュール４６は、更に、ベアリング８２を保持するための保持クリップ７６を含んでいる。
保持クリップ７６は、少なくとも一部分が、後輪駆動モジュール４６のハウジング５０内
に位置し、又は、後輪駆動モジュール４６のハウジング５０と一体化されている。シール
８４は、後輪駆動モジュール４６のハウジング５０と、ＣＶジョイントハウジング４８と
の間に配置されている。シール８４は、後輪駆動モジュール４６からの潤滑油の漏れを防
止するように構成されている。車輪の切離し装置４４は、ハーフシャフト７８とＣＶジョ
イントハウジング４８との間に配置されたブッシュを備えている。ブッシュ８６は、ノイ
ズ又は抵抗を減衰させるように構成されている。
【００２４】
　本発明の実施の形態に係る車輪の切離し装置は、リヤハーフシャフト及び車輪と後輪駆
動モジュールとの切離し及び接続を選択的に行うものである。従って、本発明に係る車輪
の切離し装置は、リヤハーフシャフトを、車輪の端部からではなく後輪駆動モジュールか
ら切離すように構成されている。ＣＶジョイントが、後輪駆動モジュールの噛合いクラッ
チの一部として一体化され、車輪の切離しシステムの、パッケージサイズ及び車輪の切離
し装置の構成要素の数の、更なる簡素化が図られる。例えば、本発明の実施の形態に係る
、車輪の切離しシステムは、ビスカスカップリングを必要とせず、その結果、重量を軽減
することができる。本発明の実施の形態に係る車輪の切離し装置は、リングギヤとデファ
レンシャルビスカスとの、スピン損失と、機械回転損失とを排除することで、燃費を向上
させることも可能である。更に、本発明の実施の形態に係る車輪の切離しシステムは、既
存の車両に対して、既存のリヤハーフシャフトの改造を施すことなく、装着することが可
能である。
【００２５】
　本発明に係る上記説明及び実施の形態は、あくまでも本発明を説明する目的で、図示及
び説明されたものである。これらの詳細な開示は、本願発明からそれ以外のものを除外す
るものでも、これに限定するものでもなく、上述の思想の範囲内で様々な修正及びバリエ
ーション化が可能である。これらは、発明の原理と実施の形態とを説明することを目的と
するものであり、又、当業者が本発明及び適宜修正を加えた本発明の様々な応用形態を実
施することが可能となることを意図している。本発明は、上述の説明に詳細に開示されて
おり、本発明の様々な応用例又は修正例は、当業者が上記説明を読み、理解することによ
って発想することが出来るものである。これら全ての応用例又は修正例は、本発明に含ま
れるものであり、更には、請求項に包含されるものである。本発明は、請求項及びそれと
同等の範囲に及ぶものである。
【符号の説明】
【００２６】
　１０：前輪駆動アクスル、　１２、１４：駆動輪、１６：後輪駆動アクスル、　１８、
２０：補助駆動輪、２２：エンジン、２４：トランスミッション、２６：前輪駆動デファ
レンシャルケース、２８：前輪駆動デファレンシャル、３０：動力伝達ユニット、　３２
、３４：フロントハーフシャフト、３６：中空シャフト、３８：ドライブシャフト、　４
０、４２：リヤハーフシャフト、４４：車輪の切離し装置、４６：後輪駆動モジュール、
４８：等速ジョイントハウジング、５０：ハウジング、５２：アクチュエータ、５４：ピ
ストン（液圧作動ピストン）、５６：キャビティ、５７：ポケット、５８：流体流入部及
び／又は管接続部、５９：Ｏリングシール、６０：ボール、６２：アーマチャープレート
、６４：コイル、６５：ばね、６６：噛合いクラッチ、６８：プレート部（第１プレート
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部）、７０：第２プレート部、７２：ベアリング、７４：付勢部材、７６：保持クリップ
、７８：ハーフシャフト、８０：等速ジョイント、８２：ベアリング、８６：ブッシュ

【図１】 【図２】
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